
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

●
市
に
犬
の
登
録
を（
生
涯
に
１
回
）

▽
飼
い
始
め
た
日
か
ら
30
日
以
内　
※

生
後
90
日
以
内
の
場
合
、
生
後
90
日
経

過
以
後
30
日
以
内
に
登
録
を
。
毎
年
１

回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
も
必
須　
※
登

録（
鑑
札
交
付
含
む
）・
狂
犬
病
予
防
注

射（
済
票
交
付
含
む
）は
市
と
協
定
を
締

結
し
て
い
る
動
物
病
院
で
も
手
続
き
可
。

各
動
物
病
院
に
問
い
合
わ
せ
を　
※
登

録
鑑
札
・
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
犬

へ
の
装
着
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

●
こ
ん
な
時
は
届
け
出
を

　
住
所
変
更
、
飼
い
主
変
更
、
飼
い
犬

死
亡
の
場
合
、
30
日
以
内
に
届
け
出
を
。

問
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー（
☎
263−

１

１
２
５
）、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
４
）、
豊
田（
☎

766−

２
１
８
７
）、
豊
浦（
☎
772−

４
０
１

７
）、
豊
北（
☎
782−

１
９
２
５
）

心
の
健
康
相
談

　
精
神
科
医
が
相
談
を
受
け
ま
す
。　

日
場
①
５
月
21
日（
水
）＝
豊

田
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
②

５
月
23
日（
金
）＝
市
役
所
本

庁
舎
新
館
３
階　
▽
午
後
１
時
～
３
時

申
問
成
人
保
健
課（
☎
231−
１
４
１
９
）

定
期
予
防
接
種
の

接
種
間
隔
の
変
更
に
つ
い
て

　
平
成
26
年
4
月
１
日
よ
り
、
定
期
予

防
接
種
の
接
種
間
隔
が
一
部
変
更
と
な

り
ま
し
た
。
か
か
り
つ
け
医
と
よ
く
相

談
し
、
計
画
的
に
予
防
接
種
を
受
け
ま

し
ょ
う
。
接
種
を
受
け
る
際
は
、
必
ず

事
前
に
医
療
機
関
に
電
話
で
予
約
を
。

持
母
子
健
康
手
帳

問
こ
ど
も
保
健
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

福
祉・医
療

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」と
は「
絵
本
」を

介
し
て
赤
ち
ゃ
ん
と
周
り
の
大
人
が
心

安
ら
ぐ
楽
し
い
語
り
合
い
の
ひ
と
と
き

を
持
つ
こ
と
を
応
援
す
る
運
動
で
す
。

　
１
冊
目
の
絵
本
は
、
地
区
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
に
よ
る
各
家
庭
の
訪
問

の
際
に
、
２
冊
目
の
絵
本
は
１
歳
６
カ

月
児
健
康
診
査
の
会
場
で
渡
し
ま
す
。

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
３
）、

菊
川
図
書
館（
☎
287−

０
１
０
２
）、
豊

田
図
書
館（
☎
766−

３
４
３
２
）、
豊
浦

図
書
館（
☎
775−

４
１
８
０
）、
豊
北
図

書
室（
☎
782−

１
７
１
８
）

乳
幼
児
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

対
義
務
教
育
就
学
前
乳
幼
児
に
要
し
た

医
療
費
の
う
ち
、
保
険
診
療
内
の
自
己

負
担
分　
内
所
得
制
限
＝
乳
幼
児
の
父

母
の
平
成
25
年
度
市
町
村
民
税
所
得
割

額（
税
額
控
除
前
）の
合
計
が
13
万
６
７

０
０
円
以
下　
※
３
歳
未
満（
３
歳
の
誕

生
日
を
迎
え
る
月
の
月
末
ま
で
）の
乳
幼

児
で
所
得
制
限
を
超
え
て
い
る
場
合
、

市
独
自
の
制
度
で
助
成　
持
乳
幼
児
の

健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
平
成
25
年
１
月

２
日
以
降
転
入
の
方
は
、
平
成
25
年
度

市
町
村
民
税
の
税
額
の
分
か
る
物（
父
母

両
方
分
）　
申
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
へ
。

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
９
２
８
）

病
児
保
育

　
子
ど
も
が
病
気
の
時
に
、
保
護
者
が

仕
事
な
ど
の
理
由
で
家
庭
で
保
育
で
き

な
い
場
合
、
一
時
的
に
預
か
り
ま
す
。

※
連
続
の
利
用
は
原
則
７
日
以
内

対
０
歳
～
小
学
３
年
生
の
病
気
の
子
ど

も　
日
月
～
金
曜
日
＝
午
前
８
時
～
午

後
６
時
、
土
曜
日
＝
午
前
８
時
～
午
後

２
時　
※
日
曜
日
、
祝
日
、
お
盆
、
年

末
年
始
は
利
用
不
可　
場
す
こ
や
か
ル
ー

ム（
う
め
だ
小
児
科
／
☎
245−

５
６
９
１
）、

わ
か
ば
病
児
保
育
所（
昭
和
病
院
／
☎

233−

０
５
４
８
）、
お
ひ
さ
ま
キ
ッ
ズ
ハ
ウ

ス（
青
葉
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
／
☎
256−

２
８
６
５
）、
病
児
保
育
室
こ
こ
い
え（
か

ね
は
ら
小
児
科
／
☎
250−

９
８
７
６
） 

料（
１
日
）▽
市
民
税
課
税
世
帯
…
２
０

０
０
円　
▽
市
民
税
非
課
税
世
帯
・
生

活
保
護
世
帯
…
１
０
０
０
円

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
３
）

紙
お
む
つ
な
ど
の
介
護
用
品
を
支
給

　
要
介
護
者
を
介
護
す
る
同
居
家
族
に
、

紙
お
む
つ
な
ど
を
現
物
支
給
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
要
介
護

者
を
介
護
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
同
居
家
族　
▽
市
内
に
居
住
し
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る　

▽
要
介
護

３
・
４
・
５
で
あ
る　
▽
生
活
保
護
を

受
給
し
て
い
な
い　
※
要
介
護
３
の
場

合
、
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
合
計

３
万
円
を
超
え
る
介
護
用
品
を
購
入
し

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
領
収
書
を
添
付

し
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
由

し
て
申
請
を　
内
▽
支
給
品
目
＝
紙
お

む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド
、
ゴ
ム
手
袋
、

お
尻
ふ
き
シ
ー
ト　
▽
支
給
限
度
＝
２

カ
月
に
つ
き
１
万
円
を
上
限
と
し
て
現

物
支
給　
▽
利
用
者
負
担
＝
支
給
に
要

す
る
費
用
の
１
割

問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

高
齢
者
保
健
福
祉
実
態
調
査
に

ご
協
力
を

　
高
齢
者
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
向
上

の
資
料
と
す
る
た
め
、
５
月
１
日
現
在
、

市
内
の
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
、

75
歳
以
上
の
二
人
暮
ら
し
の
方
な
ど
を

対
象
に
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
。

  

各
地
区
の
民
生
委
員
が
５
月
中
旬
～

６
月
中
旬
に
訪
問
し
ま
す
の
で
、
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766−

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
２
）

離職で住居を喪失か
その恐れのある方へ
住宅支援給付を支給

対次の全てに該当する方　①離職後
2年以内の65歳未満の方　②離職前
に自らの労働により賃金を得て主と
して世帯の生計を維持していた方
③就労能力や常用就職の意欲があり、
公共職業安定所へ求職申し込みを行
う方　④住宅を喪失している方か喪
失の恐れのある（⑤⑥の要件に該当
し、賃貸住宅などに入居している）
方　⑤原則収入のない方（一時的な
収入がある場合、生計を一とする同
居の親族との収入の合計が一定額以
下）　⑥生計を一とする同居の親族
との預貯金の合計が一定額以下　⑦
国の住居喪失離職者などに対する雇
用施策による貸し付けか給付を申請
者や生計を一とする同居の親族が受
けていない　内 ▽支給額＝単身3万
1,000円以内、複数4万円以内（世帯
員7人以上は4万8,000円以内）　 ▽

支給期間＝最長3カ月間（就職活動
を誠実に実施している方は3カ月間
延長可）
●賃貸住宅の契約を行う際に初期費
用への対応が困難な方や生活費が必
要な方は、社会福祉協議会の｢生活
福祉資金（総合支援資金）」や｢臨時特
例つなぎ資金」を活用できます。
問福祉政策課（☎231−1418）、
社会福祉協議会（☎232−2003）

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金
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平
成
26
年
度
　
国
民
健
康
保
険
料

率
な
ど
の
お
知
ら
せ

　
平
成
26
年
度
の
保
険
料
率
な
ど
は
平

成
25
年
度
と
変
更
な
く
、
次
の
通
り
で

す
。
平
成
26
年
度
の
納
付
書
は
、
６
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
保
険
年
金
課 

（
☎
231−

１
９
３
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

ご
存
じ
で
す
か
　
国
保
の
人
間
ド
ッ
ク

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
外
来
人
間
ド

ッ
ク
の
利
用
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

対
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
35
歳
以
上

の
方　
料
本
人
負
担
額　
▽
標
準
コ
ー

ス
＝
１
万
１
６
６
０
円　
▽
脳
ド
ッ
ク

付
コ
ー
ス
＝
１
万
９
７
６
０
円　
内
検

査
医
療
機
関
＝
下
関
市
医
師
会
病
院
、

市
立
市
民
病
院
、
市
立
豊
田
中
央
病
院
、

市
立
豊
浦
病
院
、
下
関
医
療
セ
ン
タ
ー

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
、
関
門
医
療
セ
ン

タ
ー
、
山
口
総
合
健
診
セ
ン
タ
ー（
山

口
市
）※
脳
ド
ッ
ク
付
コ
ー
ス
は
市
民

病
院
と
下
関
医
療
セ
ン
タ
ー
の
み　
※

同
年
度
内
に
特
定
健
診
と
人
間
ド
ッ
ク

の
両
方
の
受
診
不
可　
持
国
民
健
康
保

険
証　
申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
６
６
８
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
料
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　
保
険
料
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実
に

納
め
ら
れ
る
口
座
振
替
が
お
勧
め
で
す
。

持
保
険
証
か
保
険
料
納
入
通
知
書
、
預

貯
金
通
帳
、
通
帳
印　
申
市
内
に
本
・

支
店
が
あ
る
金
融
機
関
か
郵
便
局
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
６
８
９
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
24
年
６

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
場
申
請

先
＝
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所　
持
介
護
保

険
被
保
険
者
証

問
介
護
保
険
課（
☎
231−

３
１
８
４
）

子
の
あ
る
夫
も
遺
族
基
礎
年
金
の

対
象
に
な
り
ま
し
た

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者（
一
定
要
件

が
必
要
）か
、
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格

期
間
を
満
た
し
た
方
が
死
亡
し
た
と
き
、

こ
れ
ま
で
は
死
亡
し
た
方
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
し
て
い
た「
子
の
あ

る
妻
」か「
子
」の
み
に
遺
族
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は「
子
の

あ
る
夫
」に
も
支
給
さ
れ
ま
す
。
※
平

成
26
年
４
月
以
降
に
死
亡
し
た
方
の
遺

族
年
金
が
対
象　
※「
子
」と
は
18
歳
到

達
年
度
の
末
日
ま
で
に
あ
る
子（
障
害

者
は
20
歳
未
満
）を
指
す

問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
222−

５
５
８

７
）、
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
９
３
１
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

口
座
振
替
で
国
民
健
康
保
険
料
の

支
払
い
を
希
望
す
る
方
へ

　
国
民
健
康
保
険
料
の
支
払
い
が
特
別

徴
収（
年
金
引
き
去
り
）と
な
っ
て
い
る

方
で
、
口
座
振
替
で
の
支
払
い
に
変
更

し
た
い
方
は
申
請
を
。

　
８
月
支
給
分
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

中
止
を
希
望
す
る
方
は
、５
月
30
日（
金
）

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
特
別
徴

収
に
な
る
前
ま
で
納
付
書
で
支
払
い
を

し
て
い
た
方
は
、
事
前
に
金
融
機
関
で

口
座
振
替
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

持
印
鑑
、
保
険
証
、
口
座
振
替
依
頼
書

本
人
控
え（
以
前
納
付
書
払
の
方
の
み
）

申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
９
３
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

未
支
給
年
金
の
請
求
権
者
の

範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　
国
民
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
た
方
が

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
亡
く
な
っ
た
方

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
遺
族
が
未

支
給
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
ま
で
は
受
け
取
れ
る
遺
族
の

範
囲
は「
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖

父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
」で
し
た
が
、
平
成

26
年
４
月
以
降
に
死
亡
し
た
方
の
未
支

給
年
金
か
ら
は
、
新
た
に「
３
親
等
内
の

親
族（
甥
・
姪
・
お
じ
・
お
ば
・
子
の
配

偶
者
等
）」ま
で
範
囲
が
広
が
り
ま
す
。

優
先
順
位
は
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た

方
で「
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹
、
そ
れ
以
外
の
３
親
等

内
の
親
族
」の
順
で
す
。

問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
222−

５
５
８

７
）、
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
９
３
１
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
川
棚
公
民
館
＝
日
５
月
16

日（
金
）午
後
１
時
～
４
時

定
６
人（
先
着
順
）　
申
５
月

１
日
～
16
日
に
、
電
話
で
豊
浦
総
合
支

所（
☎
772−

４
０
１
８
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み　

定
12
人（
相
談
日
の
１

週
間
前
か
ら
、直
接
か
電
話
で
予
約
を
） 

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午

前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分
）に
実
施

問
市
民
相
談
所（
☎
231−

３
７
３
０
）

区　分 医療分
保険料

後期分
保険料

介護分
保険料

所 得 割 9.8% 2.7% 3.2%

均等割額 24，800円 6，800円 8，100円

平等割額 25，400円 7，000円 5，900円

賦課限度額 ５１万円 １６万円 １４万円

保
険
料（
率
）

日下表の通り　 ▽社会福祉協議会＝
午前10時～午後3時　 ▽社協各支所
＝午前10時～正午　※豊田支所の年
金相談は午後4時まで　※豊浦支所の
行政相談は午前9時30分～11時30分
問①社会福祉協議会(☎232−2003)
　②社協菊川支所(☎287−4480)
　③社協豊田支所(☎766−3356)
　④社協豊浦支所(☎774−1122)
　⑤社協豊北支所(☎782−1799)

月の総合(心
配ごと)相談

日 場所／相談員 問
１ 彦島公民館／◯民・◯人

①

７ 社会福祉センター／◯民・◯人・◯行

８
長府東公民館／◯民・◯人・◯行
川中公民館分館／◯民・◯人・◯行

15 安岡公民館／◯民・◯人

21 社会福祉センター／◯民・◯人・◯行・◯社

22
小月公民館／◯民・◯人

勝山公民館／◯民・◯人・◯行

12 きくがわ総合相談センター／◯人・◯司・◯行 ②

23 社協豊田支所／◯人・◯行・◯年 ③

20
川棚公民館／◯人※

④
社協豊浦支所／◯行

20 豊北保健福祉センター／◯人・◯行 ⑤

◯民…民生児童委員　◯人…人権擁護委員
◯行…行政相談委員　　※法務局職員も来所
◯司…司法書士　　　◯社…社会保険労務士
◯年…年金事務所

5
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お
知
ら
せ

マークの見方 F…対象　F…日時　F…期間　F…場所　F…内容　F…講師　F…定員
F…参加費など　F…持参する物　F…申込方法　F…共通事項　F…問合先

保
険
・
年
金
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